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(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成していますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

いません。 

２．売上高には、消費税等は含まれていません。 

３．「潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益」については、潜在株式が存在しないため記載していませ

ん。 

  

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内

容に重要な変更はありません。また、主要な関係会社に異動はありません。 

  

  

第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第77期

第３四半期 
連結累計期間

第78期
第３四半期 
連結累計期間

第77期

会計期間
自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日

自  平成24年４月１日 
至  平成24年12月31日

自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日

売上高 (百万円) 45,916 53,620 67,783

経常利益 (百万円) 1,731 3,286 3,177

四半期(当期)純利益 (百万円) 1,384 1,940 2,208

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 1,148 2,162 2,544

純資産額 (百万円) 53,723 56,765 55,119

総資産額 (百万円) 89,143 91,843 93,871

１株当たり四半期(当期) 
純利益金額

(円) 34.86 48.85 55.59

潜在株式調整後１株当たり 
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 60.3 61.8 58.7

回次
第77期

第３四半期 
連結会計期間

第78期
第３四半期 
連結会計期間

会計期間
自  平成23年10月１日
至  平成23年12月31日

自  平成24年10月１日 
至  平成24年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 16.14 15.29

２ 【事業の内容】
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当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

なお、重要事象等は存在していません。 

  

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したもので

す。 

  

(1) 業績の状況 

当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災からの復興需要等に支えられた反

面、欧州や中国をはじめとする海外経済の減速等を背景として後退局面となる場面もありました。しか

しながら、平成24年12月には安倍新政権が誕生し、経済対策をはじめとした政策への期待感から円安・

株高基調に転じ、景気の見通しにやや明るい兆しも見られました。 

このような状況下、当社グループは着実な利益の確保と企業体質の強化・安定を目的とし、諸施策を

実行しました。この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は前年同期と比較して、売上高は主力の特

装車事業が増加したことにより7,704百万円（16.8％）増加して53,620百万円となりました。営業利益

は売上高の増加に伴い、1,346百万円（82.7％）増加して2,975百万円、経常利益は1,555百万円

（89.8％）増加して3,286百万円、四半期純利益は555百万円（40.1％）増加して1,940百万円となりま

した。 

  

セグメントの業績は、次のとおりです。 

①特装車事業 

 特装車事業につきましては、国内は震災復興とエコカー減税や補助金の効果等により需要が増加し

ました。海外は、円高傾向に歯止めがかかりましたが、中国など海外経済の低迷等により、厳しい環

境となりました。 

 このような状況のもと、当社は収益を着実に確保すべく、受注の拡大に努めながら、引き合いが好

調なダンプトラックの生産を名古屋工場でも再開するなど、生産力の確保も推進しました。また、電

動式塵芥収集車「eパッカー®」や、平成24年11月に発売した国内最高クラスの性能を誇る高圧大容量

コンクリートポンプ車「ピストンクリート® PY135-26-H」等、当社独自の高付加価値製品の拡販も行

いました。 

 これらの結果、売上高は7,194百万円 (19.5％）増加して44,101百万円となりました。営業利益は

1,597百万円（231.3％）増加して2,288百万円となりました。 

 海外では、平成24年10月にインド工場（MITHRA KYOKUTO SPECIAL PURPOSE VEHICLE CO., PVT 

LTD.：アンドラ・プラデシュ州 ビジャヤワダ）において、現地向けミキサートラック等の生産を開

始しました。さらに、インドネシアにおいても合弁会社２社（製造合弁会社、販売合弁会社）を設立

し、平成25年度中の生産開始に向けて準備を進めております。今後も海外展開に一層注力して参りま

す。 

  

第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

２ 【経営上の重要な契約等】

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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②環境事業 

 環境事業につきましては、国内ではメンテナンス・運転受託による売上と利益の確保に注力しなが

ら、新規プラントの選別受注と受注済物件の建設も進めました。海外においては、破砕機の中国第１

号機の設置作業が完了し稼動いたしました。破砕機は、今後も引き続き海外への拡販を図って参りま

す。 

 これらの結果、売上高は184百万円（3.4％）増加して5,599百万円となりましたが、営業利益は今

後の環境分野における新製品の研究開発費用等の計上により、298百万円（51.5％）減少して280百万

円となりました。 

  

③不動産賃貸等事業 

 不動産賃貸等事業につきましては、コインパーキング事業がコストダウンと事業地の選別の結果、

利益率が向上し順調に推移しました。立体駐車装置は低調でしたが、引き続きリニューアルおよびメ

ンテナンス事業への注力に努め、売上と利益の確保を図りました。 

 また、新規事業の一環として、福岡工場（福岡県飯塚市）の敷地を活用してメガソーラー発電事業

に参入することを決定いたしました。稼動は平成25年３月を予定しております。今後は福岡工場に続

き、旧東北工場（青森県八戸市）への設置も予定しております。 

 これらの結果、売上高は387百万円（9.7％）増加して4,388百万円となりました。営業利益は111百

万円（17.6％）増加して745百万円となりました。 

  

(2) 財政状態に関する分析 

当第３四半期連結会計期間末の財政状態は、前連結会計年度末と比較して、総資産は2,027百万円

（2.2％）減少して91,843百万円となりました。 

流動資産につきましては、受取手形及び売掛金並びに有価証券が減少したこと等により3,559百万円

（7.2％）減少して45,923百万円となりました。 

固定資産につきましては、投資有価証券の時価上昇等により1,532百万円（3.5％）増加して45,919百

万円となりました。 

負債につきましては、流動負債は未払費用等の減少等により2,266百万円（8.3％）減少して25,009百

万円、固定負債は社債及び長期借入金の返済等により1,406百万円（12.3％）減少して10,068百万円と

なりました。 

純資産につきましては、四半期純利益を計上したこと等により、1,645百万円（3.0％）増加して

56,765百万円となりました。 

なお、当第３四半期連結会計期間末現在の自己資本比率は61.8％（前連結会計年度末58.7％）となり

ました。 

  

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第３四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生

じた課題はありません。 

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その

内容等（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりです。 

（財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針） 

当社は、株式の大量取得を目的とする買付が行われる場合、これに応じるか否かは株主の皆様の判

断に委ねられるべきであると考えます。しかしながら、それが不当な目的による企業買収である場合

には、当社の企業価値および株主共同の利益を守ることが経営者の当然の責務であると考えます。 
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従いまして当社株式の大量買付に対しましては当該買付者の事業内容、将来の事業計画ならびに過

去の投資行動等から当該買付行為または買付提案が当社の企業価値ならびに株主共同の利益に与える

影響を慎重に検討していく必要があるものと考えます。 

  

現在のところ不当な目的による大量取得を意図する買付者が存在し具体的な脅威が生じている訳で

はなく、またそのような買付者が現れた場合の具体的な取組み（いわゆる「買収防衛策」）を予め定

めるものではございませんが、株主の皆様から委任された経営者として、当社株式の取引や株主の異

動状況を注視するとともに有事対応マニュアルを整備し、大量買付を意図する買付者が現れた場合、

直ちに当社として最も適切と考えられる措置を講じます。 

具体的には、専門家（アドバイザー）を交えて当該買収提案の評価や買付者との交渉を行い、当該

買収提案（または買付行為）が当社の企業価値および株主共同の利益を損なう場合は具体的な対抗措

置の要否およびその内容等を速やかに決定し、対抗措置を実行する体制を整えます。 

なお、買収防衛策の導入につきましても、重要な経営課題の一つとして、買収行為を巡る法制度や

関係当局の判断・見解、世間の動向等を注視しながら、今後も継続して検討を行ってまいります。 

  

(4) 研究開発活動 

当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は888百万円です。 

なお、当第３四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はあり

ません。 
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

 
  

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

  

第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 170,950,672

計 170,950,672

② 【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成24年12月31日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成25年２月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 42,737,668 42,737,668

東京証券取引所
(市場第一部) 
大阪証券取引所 
(市場第一部)

単元株式数は100株であります。

計 42,737,668 42,737,668 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

(4) 【ライツプランの内容】

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
  

(百万円)

資本金残高
  

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

 平成24年10月１日～
 平成24年12月31日

─ 42,737,668 ─ 11,899 ─ 11,718

(6) 【大株主の状況】
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当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成24年９月30日)に基づく株主名簿による記

載をしています。 

  

平成24年９月30日現在 

 
(注) 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式がそれ

ぞれ1,500株及び50株含まれています。また、「完全議決権株式(その他)」の欄の議決権の数には、同機構名義

の議決権が15個含まれています。 

  

平成24年９月30日現在 

 
  

該当事項はありません。 

  

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
 

(自己保有株式)
普通株式3,005,700

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式 
単元株式数は100株であります。

完全議決権株式(その他) (注)
普通株式

39,669,000
396,690 同上

単元未満株式  
普通株式 62,968 ― 一単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 42,737,668 ― ―

総株主の議決権 ― 396,690 ―

② 【自己株式等】

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式総数
に対する所有 

株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
極東開発工業株式会社

兵庫県西宮市甲子園口
６丁目１番45号

3,005,700 ― 3,005,700 7.0

計 ― 3,005,700 ― 3,005,700 7.0

２ 【役員の状況】
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当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成24年10月１

日から平成24年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、大阪監査法人による四半期レビューを受けております。 

  

第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

２．監査証明について
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１【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,222 3,508

受取手形及び売掛金 29,284 27,347

有価証券 5,952 3,104

商品及び製品 302 332

仕掛品 2,120 3,635

原材料及び貯蔵品 5,943 6,728

前払費用 323 409

繰延税金資産 1,222 798

その他 522 672

貸倒引当金 △412 △612

流動資産合計 49,483 45,923

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,337 12,541

機械装置及び運搬具（純額） 1,522 1,552

土地 20,093 20,093

建設仮勘定 598 370

その他（純額） 797 847

有形固定資産合計 35,349 35,405

無形固定資産   

その他 360 342

無形固定資産合計 360 342

投資その他の資産   

投資有価証券 6,625 8,394

長期前払費用 536 439

繰延税金資産 43 39

その他 2,778 2,512

貸倒引当金 △1,306 △1,213

投資その他の資産合計 8,678 10,171

固定資産合計 44,387 45,919

資産合計 93,871 91,843
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,796 15,957

短期借入金 2,620 2,620

1年内償還予定の社債 494 494

1年内返済予定の長期借入金 1,743 1,454

未払法人税等 527 236

未払消費税等 508 321

未払費用 2,791 1,449

引当金 771 1,375

その他 1,023 1,101

流動負債合計 27,276 25,009

固定負債   

社債 641 307

長期借入金 3,195 2,131

長期預り保証金 3,270 3,106

退職給付引当金 2,012 1,916

役員退職慰労引当金 133 139

負ののれん 376 94

繰延税金負債 1,005 1,545

その他 839 828

固定負債合計 11,474 10,068

負債合計 38,751 35,078

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,899 11,899

資本剰余金 11,718 11,718

利益剰余金 33,144 34,569

自己株式 △2,145 △2,145

株主資本合計 54,618 56,042

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 719 969

為替換算調整勘定 △218 △245

その他の包括利益累計額合計 501 723

純資産合計 55,119 56,765

負債純資産合計 93,871 91,843
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 
【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 45,916 53,620

売上原価 37,119 42,661

売上総利益 8,797 10,959

販売費及び一般管理費 7,168 7,983

営業利益 1,628 2,975

営業外収益   

受取利息及び配当金 105 144

負ののれん償却額 282 282

為替差益 － 47

雑収入 48 53

営業外収益合計 435 527

営業外費用   

支払利息 124 115

持分法による投資損失 57 16

為替差損 64 －

雑支出 86 83

営業外費用合計 333 215

経常利益 1,731 3,286

特別利益   

固定資産売却益 17 4

その他 0 －

特別利益合計 17 4

特別損失   

固定資産処分損 34 17

投資有価証券評価損 53 －

早期割増退職金 33 20

災害による損失 80 －

減損損失 － 1

その他 9 2

特別損失合計 211 41

税金等調整前四半期純利益 1,537 3,250

法人税等 152 1,309

少数株主損益調整前四半期純利益 1,384 1,940

少数株主利益 － －

四半期純利益 1,384 1,940
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【四半期連結包括利益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,384 1,940

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △191 249

為替換算調整勘定 △43 △26

持分法適用会社に対する持分相当額 △2 △1

その他の包括利益合計 △236 221

四半期包括利益 1,148 2,162

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,148 2,162

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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  該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

  

  

 
  

  

 
  

  偶発債務 

 連結会社以外の会社の金融機関からの借入金等に対して、次の通り債務保証を行なっています。な

お、㈱クリーンステージに対する債務保証はすべて連帯保証であり、提出会社の負担割合は50％であり

ます。 

  

 
  

【継続企業の前提に関する事項】

【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

【会計方針の変更等】

当第３四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日)

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社及び国内連結子会社は、従来、建物以外の有形固定資産の減価償却方法について定率法を採用していまし

たが、第１四半期連結会計期間より、全ての有形固定資産について定額法に変更しています。

この変更は、第１四半期連結会計期間からの新管理システム導入を契機に、当社グループの有形固定資産の実

態を検討した結果、耐用年数を通じて平均的に使用している固定資産が大部分を占めていたことから、定額法を

採用することで費用配分を適正化するとともに、今後一層の海外設備投資の増加が見込まれるため、在外連結子

会社との会計処理方法の統一化が合理的であると判断したことによるものです。

これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期

純利益はそれぞれ159百万円増加しています。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第３四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日)

税金費用の計算   重要な連結子会社以外の連結子会社については、当連結会計年度の税引前

当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前

四半期純利益に該当見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しています。

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日)

 ㈱クリーンステージ

銀行借入 1,026百万円 銀行借入 897百万円

私募債発行 197  〃 私募債発行 104  〃

リース物件地位譲渡契約 
に伴う引取債務

2,478  〃
リース物件地位譲渡契約
に伴う引取債務

2,423  〃

MITHRA KYOKUTO SPECIAL PURPOSE VEHICLE CO.,PVT LTD.

銀行借入 380百万円 銀行借入 380百万円

計 4,081百万円 計 3,804百万円
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当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、

第３四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及び負の

のれんの償却額は、次のとおりです。 

 
  

前第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日) 

１．配当金支払額 

  

 
  

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日) 

１．配当金支払額 

  

 
  

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日)

減価償却費 1,328百万円 1,077百万円

負ののれんの償却額 282  〃 282  〃

(株主資本等関係)

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月28日 
定時株主総会

普通株式 158 4.00 平成23年３月31日 平成23年６月29日 利益剰余金

平成23年11月４日 
取締役会

普通株式 158 4.00 平成23年９月30日 平成23年12月２日 利益剰余金

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月27日 
定時株主総会

普通株式 238 6.00 平成24年３月31日 平成24年６月28日 利益剰余金

平成24年11月６日 
取締役会

普通株式 278 7.00 平成24年９月30日 平成24年12月４日 利益剰余金
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Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

                                   (単位：百万円) 

 
(注) １ セグメント利益の調整額△274百万円には、セグメント間取引消去11百万円、各報告セグメントに配分して

いない全社費用△285百万円が含まれています。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費

です。 

   ２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

  

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

                                   (単位：百万円) 

 
(注) １ セグメント利益の調整額△338百万円には、セグメント間取引消去11百万円、各報告セグメントに配分して

いない全社費用△350百万円が含まれています。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費

です。 

   ２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

  

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

当社及び国内連結子会社は、従来、建物以外の有形固定資産の減価償却方法について定率法を採用し

ていましたが、第１四半期連結会計期間より、全ての有形固定資産について定額法に変更しています。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間のセグメント利益が、

それぞれ「特装車事業」で135百万円、「環境事業」で8百万円、「不動産賃貸等事業」で14百万円増加

しています。 

  

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

報告セグメント
調整額 
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注２)特装車事業 環境事業

不動産賃貸等
事業

計

 売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

36,895 5,414 3,607 45,916 ― 45,916

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

11 0 393 405 △405 ―

計 36,906 5,414 4,000 46,322 △405 45,916

 セグメント利益 690 578 633 1,903 △274 1,628

報告セグメント
調整額 
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注２)特装車事業 環境事業

不動産賃貸等
事業

計

 売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

44,082 5,599 3,939 53,620 ― 53,620

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

19 ― 449 468 △468 ―

計 44,101 5,599 4,388 54,089 △468 53,620

 セグメント利益 2,288 280 745 3,313 △338 2,975
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１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
 (注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。 

  

該当事項はありません。 

  

第78期(平成24年４月１日から平成25年３月31日まで)中間配当について、平成24年11月６日開催の取締

役会において平成24年９月30日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次

のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。 

①  配当金の総額                                 278百万円 

②  １株当たりの金額                              ７円00銭 

③  支払請求権の効力発生日及び支払開始日   平成24年12月４日 

  

(１株当たり情報)

項目
前第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日)

  １株当たり四半期純利益金額 34円86銭 48円85銭

    (算定上の基礎)

    四半期純利益金額(百万円) 1,384 1,940

    普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

    普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 1,384 1,940

    普通株式の期中平均株式数(千株) 39,732 39,731

(重要な後発事象)

２ 【その他】
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該当事項はありません。 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
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平成25年２月７日

極東開発工業株式会社 

取締役会  御中 

  
 

  
 

  

 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている極
東開発工業株式会社の平成24年10月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期
間(平成24年10月１日から平成24年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成
24年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算
書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。 
  
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。 
  
監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半
期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。 
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。 
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  
監査人の結論 
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、極東開発工業株式会社及び連結子会社の平
成24年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示
していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 
  
利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上 
  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

大阪監査法人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士    洲 﨑 篤 史   印

代表社員 
業務執行社員

公認会計士    安 岐 浩 一   印

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しています。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。



 
  

【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年２月13日

【会社名】 極東開発工業株式会社

【英訳名】 KYOKUTO KAIHATSU KOGYO CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 筆谷 高明

【最高財務責任者の役職氏名】 代表取締役専務 中井 一喜

【本店の所在の場所】 兵庫県西宮市甲子園口６丁目１番45号

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

株式会社大阪証券取引所

 （大阪市中央区北浜１丁目８番６号）



当社代表取締役社長 筆谷高明及び代表取締役専務 中井一喜は、当社の第78期第３四半期(自 平成

24年10月１日 至 平成24年12月31日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記

載されていることを確認いたしました。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】




